
2023 年 9 ⽉吉⽇ 
 
お取引先各位 
 

株式会社シースリーフィルム 
 

インボイス制度に関するお願い 
  

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素より格別のご⾼配を賜
り、厚く御礼申し上げます。 
  
 さて、このたび弊社では、2023 年 10 ⽉のインボイス制度施⾏に伴い、請求書の記載内
容及びお⽀払いについて下記の通り変更をさせて頂きます。お取引先様に於かれましては
変更に際してご不便をおかけ致しますが、ご理解とご協⼒を賜り、何卒ご了承のほどよろ
しくお願い申し上げます。 
                                      敬具 

記 
 
1. 実費分領収書 

 
これまで実費分について領収書の提出をお願いしておりましたが、今後は領収書の提出

は不要といたします。代わりに実費分の明細の記載をお願いします。 
なお、内容確認のため、領収書写しの提出をお願いすることがございます。 
 
また、これに併せまして弊社制作スタッフからの現⾦お渡しを廃⽌させて頂きます。請

求書にてご請求いただきますようお願いします。 
 

■個⼈のお取引先様への補⾜ 
上記変更に伴い、交通費・機材費などにつきまして、今後は⼈件費(報酬)の⼀部とみ
なし、請求総額から源泉所得税を差し引いてのお⽀払いとさせて頂きます。 

 



2. スタイリスト等の⾼額⽴替⾦ 
 

これまで実費分について領収書の提出をお願いしておりましたが、今後は領収書の提出
は不要とし、代わりに実費分の記載と購⼊物の詳細な明細の提出をお願いします。 

なお、内容確認のため、領収書写しの提出をお願いすることがございます。 
 
また、前⾦が必要な場合につきまして、今後は仮払⾦ではなく前払⾦としてお振込みさ

せて頂くため、請求書の発⾏をお願いします。事前に弊社制作担当者へご相談ください。 
 

■個⼈のお取引先様への補⾜ 
 上記変更に伴い、交通費・⾐装費等につきまして、今後は⼈件費（報酬）の⼀部とみ

なし、請求総額から源泉所得税を差し引いてのお⽀払いとさせて頂きます。 
 

なお、前払⾦につきましても同様に、⼈件費（報酬）とみなし、請求総額から源泉所
得税を差し引いてのお⽀払いとさせて頂きます。 

 
※上記への対応が難しいお取引先様につきましては、これまで通り仮払⾦、領収書とイン

ボイス制度に合わせた購⼊物明細書提出での対応を検討します。 
 
 

ご請求⽅法の詳細、Q&A は下記ホームページへアクセスしてご確認ください。 
弊社専⽤請求書フォーマットのご⽤意もございます。（任意使⽤） 
ホームページ https://c3film.co.jp/format 

  

協⼒会社・スタッフの皆さまへ 

こちらから詳細のご確認、ダウンロード
が可能です。 

 



例 1）請求書記載例 

 

 
  



例 2）スタイリスト様など、前⾦（事前請求）の記載例 
 

 
 

以上 


